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　は じ め に

　健康であることは，全ての人の願いであり，幸せな人生を送るうえでとても重要なもの
です。
　県では，これまで，全ての県民が健康で明るく元気に暮らせる社会の実現を目指して平
成 20年 3月に策定した「健康いばらき 21プラン」により，県民をはじめ，市町村，関
係機関・団体の方々とともに，健康づくりを推進してまいりました。

　こうした中，国では，一昨年新たに「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定された
ほか，昨年「健康日本 21（第 2次）」及び「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」が
新たに示されるなど，健康づくり行政の状況が大きく変化しています。
　また，今年 1月には本県の高齢化率が 24%に達するなど，本格的な高齢社会を迎え，
医療や介護に係る負担は今後一層増えると予想されます。このような中で活力ある社会を
維持していくには，一人ひとりが社会生活に必要な機能をできる限り長く保持できるよう，
健康づくりを一層推進することが重要となります。

　そのため，県では，「健康いばらき 21プラン」の理念や基本目標などを継承しつつ，予
防医学的な観点に立った取組みを強化するなどして，県民がともに支え合いながら，生涯
を通じて健康で明るく元気に暮らせる社会を目指した，「第 2次健康いばらき 21プラン」
を策定いたしました。
　このプランでは，今後５年間に県や市町村，関係者等が取り組むべき施策や目標に加え，
県民の皆様に是非実践して欲しい健康づくりを提示しております。
　今後とも，市町村や関係機関・団体と連携を密にしながら，県民の皆様に「自らの健康は，
自らがつくる」という意識をもっていただけるよう，健康づくり県民運動を展開してまい
ります。
　本プランが，県民の健康づくりの推進に向けて，市町村や関係団体等の共通指針として
広く活用されることを期待しております。

　最後に，本プランの策定にあたり貴重なご意見，ご助言を賜りました「健康いばらき推
進協議会」(改定作業部会，8020・6424 運動推進部会）委員の皆様をはじめ，関係者の
皆様に深く感謝申し上げます。

　平成 25年３月

　　                                             茨城県知事　橋本　昌
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